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１ 総括 
 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 
住民基本台帳人口 
（令和５年 1 月 1 日） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ/Ａ） 

（参考） 

３年度の 

人件費率 

令和４年度 
人 

138,969 

   千円 

52,442,521 

   千円 

2,078,656 

 千円 

7,907,127 

   ％ 

15.1 

   ％ 

 14.2 

（注） 普通会計とは、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、公共下水

道事業会計を除いたものです。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

Ａ 

給    与    費 （参考） 

一人あたり

給与費 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

類似団体平均 

一人あたり 

給与費 
給料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 
計 Ｂ 

令和４年度 
人 

824 

千円 

2,937,881 

千円 

 1,010,552 

千円 

1,259,240 

千円 

5,207,673 

千円 

6,319 

千円 

6,312 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数については、令和４年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、再任用職

員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みません。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれてい

ますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 
（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた 

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職給料 

表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数のことです。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手

当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく

地域手当支給率）により算出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも

のである。 

   ※ 令和５年４月１日現在ラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇して 

いる場合、②３年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善 

の見込み 

③主に給料表の継ぎ足しによるものと考えられます。 

 

  

101.5

99.4
98.9

101.7

99.2
98.8

101.5

98.9 98.7

101.3

98.6 98.6

92

94

96

98

100

102

104

海老名市 類似団体平均 全国市平均

R2.4.1

R3.4.1

R4.4.1

R5.4.1

(100.8) (101.5) (101.5) (101.3) 



 - 2 -

（４）給与改定の状況 

①月例給 

区分 
海老名市 

給与改定率 

神奈川県 

給与改定率 

（参考） 

国の改定率 

令和５年度 １．０５％ ０．９８％ １．１％ 

 

②特別給（期末・勤勉手当） 

区分 
海老名市 

年間支給月数 

神奈川県 

年間支給月数 

（参考） 

国の年間支給月数 

令和５年度 ４．５０月 ４．５０月 ４．５０月 

 

 

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の 

支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

 

① 給料表の見直し 

［ 実 施 ・ 未実施 ］ 

平成29年４月１日実施 

国の見直し内容を踏まえ、一般行政職の給料表の見直しを実施しました。（平均1.27％の引下げ） 

激変緩和措置として３年間（令和２年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。技

能労務職の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施しました。 

 

②地域手当の見直し 

［ 実 施 ・ 非該当 ］ 

 

③その他の見直し 

［ 実 施 ・ 未実施 ］ 

 

 

 

（支給割合）国基準 12％に対し、海老名市においても 12％を支給。 

（実施時期）－ 

（参考） 

 平成

26年

度の

支給 

割合 

平成27年度の 

支給割合 

平成

28年

度の

支給 

割合 

平成

29年

度の

支給 

割合 

平成

30年

度の

支給 

割合 

令和

元年

度の

支給 

割合 

令和

２年

度の

支給 

割合 

令和

３年

度の

支給 

割合 

令和

４年

度の

支給 

割合 

令和

５年

度の

支給 

割合 

国基準による

支給割合 
12％ 12％ － 12％ 12％ 12％ 12％ 12％ 12％ 12％ 12％ 

海老名市の 

支給割合 
12％ 12％ － 12％ 12％ 12％ 12％ 12％ 

12％

※ 
12％ 12％ 

※令和３年４月から令和３年 11 月までの８か月間は、新型コロナウイルス感染症の影響による令和３年度

の財政状況を踏まえ、時限的に地域手当を 11％に引下げていました。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在） 

①一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベース） 

海老名市 41.6 歳 314,300 円 418,733 円 383,741 円 

神奈川県 42.9 歳 321,965 円 429,304 円 381,122 円 

国 42.4 歳 322,487 円 － 404,015 円 

類似団体 42.1 歳 314,152 円 413,271 円 364,499 円 

 （注）１ 「平均給料月額」とは、令和５年４月 1 日における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

    ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤 

     務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら 

かにされているものです。 

 また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外 

勤務手当等を除いたもの）で算出しています。 

     

 

②技能労務職 

区 分 

公  務  員 民 間 参考 

平均年齢 
職員数 

（人） 
平均給料月額 

平均給与月額 

（Ａ） 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 

（Ｂ） 
Ａ/Ｂ 

海老名市 51.2 歳 52 288,300 円 349,226 円 338,429 円 ― ― ― ― 

 
うち清掃 

職員 
49.8 歳 41 287,700 円 344,674 円 338,722 円 廃棄物処理業 47.3 歳 310,800 円 1.10 

 
うち学校 

給食員 
― ― ― ― ― 

飲食物調理 

従事者 
42.9 歳 284,700 円 ― 

 
うち学校 

用務員 
62.5 歳 2 215,200 円 243,500 円 241,000 円 

その他従事者

（用務員） 
49.1 歳 241,700 円 1.00 

 
うち自動 

車運転手 
61.5 歳 2 219,300 円 265,000 円 260,600 円 

乗用自動車 

運転者 
62.3 歳 239,600 円 1.10 

 
うち 

その他 
53.3 歳 7 332,400 円 403,101 円 387,029 円 ― ― ― ― 

神奈川県 53.0 歳 251 300,224 円 366,417 円 346,491 円 ― ― ― ― 

国 51.2 歳 ― 286,942 円 ― 329,178 円 ― ― ― ― 

類似団体 52.9 歳 32 317,817 円 372,763 円 355,112 円 ― ― ― ― 

 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

  

 

  



 - 4 -

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和２年～

令和４年の３ヵ年平均） 

  ※技能労務職の職種と民間の職種比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致し

ているものではありません。 

  ※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、

公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額

を加えた試算値です。 

 

 

（２）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在） 

区  分 海老名市 神奈川県 国 

一般行政職 

大学卒 200,700 円 191,700 円 
総合職大学卒 200,700 円 

一般職大学卒 196,200 円 

高校卒 176,100 円 158,900 円 一般職高校卒 166,600 円 

技能労務職 170,900 円 156,800 円 ― 

消防職 

大学卒 213,200 円 ― ― 

高校卒 181,800 円 ― ― 

 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在） 

区  分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 
大学卒 272,200 円 354,200 円 370,000 円 390,800 円 

高校卒 238,100 円 304,400 円 355,700 円 370,300 円 

技能労務職 高校卒 236,900 円 302,800 円 334,100 円 343,000 円 

消防職 
大学卒 278,700 円 358,500 円 372,200 円 391,800 円 

高校卒 242,600 円 309,100 円 358,500 円 372,200 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ/Ｄ 

 海老名市 ― ― ― 

 うち清掃職員 5,438,688 円 4,321,100 円 1.25 

 うち学校給食員 ― 3,698,600 円 ― 

 うち学校用務員 3,476,400 円 3,253,900 円 1.06 
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３ 一般行政職の級別職員数の状況 
 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

８級 
理事、市長室長、部長及び担当

部長の職務 
12 人（ 0 人） 2.5％ 410,300 円 477,500 円 

７級 
次長、専任参事、参事及び会計

管理者の職務 
39 人（ 0 人） 8.1％ 365,500 円 452,700 円 

６級 
課長、担当課長、課長補佐及び

主幹の職務 
65 人（ 0 人） 13.4％ 323,100 円 414,300 円 

５級 係長又は副主幹の職務 77 人（ 0 人） 15.9％ 295,400 円 396,000 円 

４級 主査の職務 62 人（ 0 人） 12.8％ 271,600 円 386,800 円 

３級 主任主事の職 89 人（ 0 人） 18.4％ 252,000 円 351,000 円 

２級 主事の職務 93 人（12 人） 19.2％ 208,000 円 299,300 円 

１級 主事補の職務 47 人（ 0 人） 9.7％ 166,600 円 249,400 円 

合      計 484 人（12 人） 100.0％ － － 

 （注）１ 海老名市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

    ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

３ (  )内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。 
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（海老名市） 

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 活用している昇給部分 
昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

 

上位、標準、下位の区分 ○  ○  

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）  ○  ○ 

ロ． 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   

 

給 

料 

月 

額 

国３級 市３級 

昇  給 

国２級 市２級 

国４級 市４級 

国５級 市５級 

国６級 市６級 

国１級 市１級 

国７級 市７級 

国８級 市８級 

国９級 

国 10 級 
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４ 職員の手当の状況 
 

（１）期末手当・勤勉手当 

海老名市 神奈川県 国 

１人当たり平均支給額 

 1,551,800 円（令和４年度） 

１人当たり平均支給額 

1,708,000 円（令和４年度） 
― 

期末手当  勤勉手当 

2.4 月   2.0 月 

（1.35 月） （0.95 月） 

期末手当  勤勉手当 

2.4 月    2.0 月 

（1.35 月）  （0.95 月） 

期末手当  勤勉手当 

2.4 月   2.0 月 

（1.35 月） （0.95 月） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

・役職加算      5％～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

・役職加算      5％～20％ 

・管理職加算    10％～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等に 

よる加算措置 

・役職加算      5％～20％ 

・管理職加算    10％～25％ 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 

 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（海老名市） 

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

 

上位、標準、下位の成績率 ○  ○ ○ 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）  ○   

ロ． 人事評価を活用していない   

 活用予定時期   
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（２）退職手当（令和５年４月１日現在） 

区 分 海老名市 国 

支給率 自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 

その他の加算措置
 定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（1～45％加算） 

退職時特別昇給 なし なし 

１人当たり 

平均支給額 
218 万円

 
2,245 万円

 
―――

 

 

 

（３）地域手当（令和５年４月１日現在） 

支給実績（令和４年度決算）   ４０５，１３７，１４７円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ４７２，１８７円  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 １２％ ８５８人 １２％ 
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（４）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在） 

支給実績（令和４年度決算）    １４，４４２千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ７７，２３２円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）   ２１．７％  

手当の種類（手当数）   ８種  

手当の名称 主な支給対象職員及び業務 

支給実績 

（令和４年度 

決算） 

左記職員に 

対する支給単価 

徴収手当 出張し市税等の徴収事務に従事した職員 － 日額 300 円 

防疫手当 

法律に規定する感染症及び伝染病の防疫作業に

従事した職員 

(2)(3)は新型コロナウイルス感染症に関する特

例業務 

６，５１７千円 

(1)日額  300 円 

(2)日額 3,000 円 

(3)日額 4,000 円 

毒物取扱手当 
法律に規定する毒物を取り扱う業務に従事した

職員 
－ 日額 300 円 

 

清掃手当 

 

ごみ、し尿を収集運搬する清掃用車両の運転ま

たはクレーン操作の業務に従事した職員 
５６４千円 日額 150 円 

行旅病人等 

取 扱 手 当 

(1) 行旅病人の処置に従事した職員 

(2) 行旅死亡人等の処置に従事した職員 

(3) 犬猫等の死体の処理に従事した職員 

－ 

(1)１件 1,500 円 

(2)１件 3,000 円 

(3)１件   300 円 

福祉手当 

社会福祉主事の業務に常時従事する職員のうち 

(1)生活保護業務に従事 

(2)(1)以外の社会福祉業務 

１，３６５千円 
(1)月額 5,000 円 

(2)月額 3,000 円 

消防手当 

(1) 救急救命士が救急業務のために出動したと

き 

(2) 消防吏員が救急業務のために出動したとき 

(3) 地上10 ﾒｰﾄﾙ以上の箇所での消防業務に従事

した職員 

(4) 潜水業務に従事した職員 

(5) 救急業務のうち規則で定める特殊なものに

従事した職員 

(6) 救急救命処置に従事した職員 

(7) 緊急車両の運転または操作に従事した職員 

５，９９６千円 

(1) 出動 1回 300 円 

 

(2) 出動 1回 100 円 

(3) 出動 1回 500 円 

 

(4) 出動 1回 500 円 

(5) 出動 1回 100 円 

 

(6) 出動 1回 500 円 

(7) １勤務  200 円 

 

危険現場手当 

 

高さ 10 ﾒｰﾄﾙ以上の足場が不安定な高所、地下10

ﾒｰﾄﾙ以上の深所、河川等の水中での作業に従事

する職員 

－ 日額 300 円 

災害対策業務

手当 
避難所の開設及び運営 － １回 1,000 円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（令和４年度決算）  ３２４，２３２千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）  ４８０千円  

支給実績（令和３年度決算）  ３１９，５０６千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）  ４７１千円  
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（６）その他の手当（令和５年４月１日現在） 

 

 ①扶養手当 

内 容 海老名市 国 

配偶者 ７，５００円 

７級以下 ６，５００円 

８級   ３，５００円 

９級以上     ０円 

扶養親族１人まで（配偶者なし） ― ― 

子 １１，０００円 １０，０００円 

その他の扶養親族  ７，５００円 

７級以下 ６，５００円 

８級   ３，５００円 

９級以上     ０円 

１６歳から２２歳までの子等 １人につき５，０００円を加算 １人につき５，０００円を加算 

支給実績（令和４年度決算）   ９３，０４９，５８８円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ２７２，８７２円  

 

 ②住居手当 

内 容 海老名市 国 

借家に職員自身が居住し 

家賃を支払っている場合 

支給上限額 

３０，０００円（市内） 

２８，０００円（市外） 

支給上限額 

２８，０００円 

職員自身が所有する 

住宅に居住する場合 
支給なし 支給なし 

支給実績（令和４年度決算）    ５９，８５１，１４０円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ３５２，０６５円  

 

 ③通勤手当 

内 容 海老名市 国 

交通機関を利用 

（２km 以上が対象） 

運賃等相当額 

（支給上限額 55,000 円） 

運賃等相当額 

（支給上限額 55,000 円） 

自転車、バイク、自動車を 

使用（２km 以上が対象） 

通勤距離に応じて１ヶ月あたり 

2,500 円～31,600 円 

通勤距離に応じて１ヶ月あたり 

2,000 円～31,600 円 

支給実績（令和４年度決算）   ４７，３６６，５８９円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ７３，４３６円  

 

 ④管理職手当 

内 容 海老名市 国 

行政職一給料表適用者のうち 

６級以上の者（管理職員） 

理事 101,000 円 

役職に応じて、46,300 円から 

139,300 円の定額を支給 

（行政職一給料表適用者の場

合） 

部長・室長  86,000 円 

次長・専任参事  76,000 円 

参事  67,000 円 

課長・担当課長  61,000 円 

課長補佐  50,000 円 

主幹  42,000 円 

支給実績（令和４年度決算）   １２５，４８８，０００円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）   ６８５，７２６円  
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５ 特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在） 
区  分 給 料 月 額 等 

給  料 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

 

 

930,000 円 

746,000 円 

700,000 円 

 

（参考）類似団体における最高／最低額 

1,030,000 円/686,000 円 

880,000 円/526,400 円 

― 

報  酬 

議   長 

副 議 長 

議   員 

536,000 円 

451,000 円 

422,000 円 

760,000 円/450,000 円 

670,000 円/390,000 円 

620,000 円/370,000 円 

期末手当
 

市長・副市長・教育

長 
（令和４年度支給割合）４．４月 加算措置 20％ 

議長・副議長・議員 （令和４年度支給割合）４．３５月 加算措置 20％ 

退職手当 

 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

（算定方式）        （１期の手当額） （支給時期） 

930,000×在職月数×37.5/100  16,740,000 円   任期毎 

746,000×在職月数×25/100   8,952,000 円   任期毎 

700,000×在職月数×20/100   5,040,000 円   任期毎 

(注) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（市長、副市長

は４年＝４８月、教育長は３年＝３６月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

 

６ 職員数の状況 
（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由 

区  分 職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

部  門 ５年度 ４年度 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 7 7 0  

総務 172 160 12 デジタル化推進政策充実のための増 

税務 39 37 2 業務見直しに伴う増 

民生 166 163 3 業務見直しに伴う増 

衛生 82 82 0  

農水 15 13 2 農業振興政策充実のための増 

商工 13    12 1 にぎわい振興政策充実のための増 

土木 88 89 △1 業務見直しに伴う減 

計 
582 

(12) 

563 

(17) 

19 

(△5) 

〈参考〉人口１万当たり職員数     41.81 人 

（類似団体の人口１万人当たりの職員数 47.43 人） 

教育部門 54 56 △2 業務見直しに伴う減 

消防部門 188 190 △2 本庁舎出向による減 

小計 
824 

(14) 

809 

(19) 

15 

(△5) 

〈参考〉人口１万当たり職員数     59.29 人 

（類似団体の人口１万人当たりの職員数 61.81 人） 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

下水道 15 16 △1 下水道事業 

その他 32 33 △1 国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業 

小計 
47 

(0) 

49 

(0) 

△2 

(0) 
業務見直しに伴う減 

合  計 

871 

(14) 

[895] 

858 

(19) 

[860] 

13 

(△5) 

[35] 

〈参考〉人口１万当たり職員数     62.68 人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員など 

を含み、会計年度任用職員を除いています。 

    ２ [  ]内は、条例定数の合計です。 

３ (  )内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。 
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（２） 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在） 

 
 

 

 

区分 
20歳 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

以上 
計 

５年度 

職員数 
3 66 64 87 115 101 87 54 97 77 83 37 871 

５年前 

職員数 
8 27 83 103 94 71 61 99 81 90 66 28 811 

 

（３）職員数の推移 

（ 単位 ： 人  ） 

年 度 

部門別 
30 年 31 年 ２年 ３年 ４年 ５年 

過去５年間の 

増減数 (率) 

一 般 行 政 543 555 576 571 563 582 +39  (+ 7.1%) 

教   育 59  52 58 58 56 54 △5  (△ 8.4%) 

消   防 161 170 179 186 190 188 +27  (+ 16.7%） 

普通会計計 763 777 813 815 809 824 +61  (+  7.9%) 

公営企業等会計計 48  47 49 47 49 47 △1  (△ 2.0%) 

総 合 計 811 824 862 862 858 871 +60  (+  7.3%) 

 （注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

（４）採用者の状況 
 

① 種別採用者数                                   （人） 

区 分 令和５年度（４月１日現在） 令和４年度 

一般事務職 １７ １５ 

保 育 士 ４ ４ 

保 健 師 ２ １ 

栄 養 士 ２ ０ 

調 理 士 ０ ３ 

技 術 職 １ ３ 

消 防 職 ４ １０ 

教育公務員 ５ ４ 

自動車運転士 ４ ６ 

計 ３９ ４６ 
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②採用試験の実施状況 

職員の採用については、退職者の状況などに応じて募集する職種を検討し実施しております。 

（令和４年度） 

職 種 受験者数 
１次試験 

合格者数 

２次試験 

合格者数 

３次試験 

合格者数 

４次試験 

合格者数 
採用辞退数 

名簿 

登載者数 

一般事務職 

【上級】 

106 

(128) 

61 

(88) 

31 

(35) 

22 

(18) 

18 

(12) 

4 

(0) 

18 

(12) 

一般事務職 

【初級】 

38 

(69) 

30 

(24) 

15 

(10) 

12 

(2) 

6 

(-) 

3 

(1) 

6 

(2) 

一般事務職 

【社会人枠】 

60 

(-) 

42 

(-) 

16 

(-) 

8 

(-) 

5 

(-) 

1 

(-) 

7 

(-) 

一般事務職 

【任期付】 

8 

(5) 

6 

(4) 

5 

(2) 

5 

(1) 

- 

(-) 

1 

(0) 

5 

(1) 

消防職 

【上級】 

10 

(19) 

8 

(17) 

5 

(13) 

3 

(7) 

2 

(5) 

0 

(0) 

2 

(5) 

消防職 

【初級】 

20 

(21) 

18 

(20) 

8 

(13) 

5 

(9) 

2 

(4) 

0 

(0) 

2 

(4) 

技術職 

【上級】土木 

4 

(5) 

3 

(3) 

2 

(3) 

2 

(3) 

1 

(3) 

0 

(0) 

1 

(3) 

技術職 

【初級】土木 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

技術職 

【上級】電気 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

技術職 

【上級】建築 

5 

(6) 

3 

(3) 

3 

(2) 

2 

(2) 

1 

(2) 

1 

(1) 

1 

(2) 

技術職 

【初級】建築 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

保健師 

【上級】 

4 

(-) 

4 

(-) 

4 

(-) 

4 

(-) 

4 

(-) 

- 

(-) 

4 

(-) 

保育士 

【中級】 

8 

(6) 

5 

(6) 

4 

(4) 

4 

(3) 

- 

(-) 

0 

(0) 

4 

(3) 

保育士 

【任期付】 

- 

(2) 

- 

(2) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(0) 

- 

(2) 

調理師 

【任期付】 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

自動車運転士 
16 

(22) 

6 

(1) 

3 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

0 

(0) 

3 

(1) 

自動車運転士 

【任期付】 

10 

(4) 

6 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

(-) 

0 

(0) 

6 

(1) 

合 計 
289 

(287) 

192 

(169) 

96 

(83) 

67 

(45) 

39 

(26) 

10 

(2) 

59 

(36) 

（注）１ 採用は、採用試験実施の翌年度の採用となります。 

２ (  )内は令和３年度の実施状況です。 
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（５）退職者の状況 

定年退職・・・定年（原則６０歳）により退職する場合 

  勧奨退職・・・人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職する場合 

  自己都合退職・・・本人の都合により退職する場合 

  その他・・・死亡による退職等 

 

◎職種別・事由別退職者数                           （令和４年度） 

区 分 定 年 勧 奨 自己都合 任期満了 その他 計 

一般行政職 4 （1） 2（2）  8（8） 1（3） 0（1） 14（15） 

 うち管理職 4 （0） 1（1）  1（0） 0（0） 0（0） 6（1） 

技能労務職 1 （0） 0（0）  0（0） 3（4） 0（0） 4 (4） 

 うち管理職 － － － － － － 

その他 1（1） 1（0）  7（9） 1（0） 0（0） 11 (10） 

 うち管理職 1（1） 1（0）  3（3） 0（0） 0（0） 5 (4） 

計 6（2） 3（2）  15（17） 5（7） 0（1） 29（29） 

 うち管理職 5（1） 2（1）  4（3） 0（0） 0（0） 11（5） 

（注）１ (  )内は令和３年度の状況です。 

２ その他の区分は、消防職、福祉職及び教育公務員等です。 

 

（６）再任用の状況 

再任用とは、高齢者雇用のため定年退職者を再雇用する制度です。 

なお、再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤務職員と、それよりも短時間勤務する 

短時間勤務職員があります。 

（令和４年度） 

職  種 常時勤務 短時間勤務 

一般行政職 ２３（２３） １６（１６） 

技能労務職 ８（８）  ３ （３） 

計 ３１（３１） １９（１９） 

（注）１ (  )内は令和３年度の状況です。 

    ２ 職種は再任用時の職種です。 

 

（７）公益法人、営利法人等への派遣の状況 

公益法人等のうち、その業務が海老名市の事務・事業と密接な関連を有し、施策推進を図るため人的 

援助が必要な場合、職員を派遣しています。その状況は以下のとおりです。 

                                                               （令和４年度） 

派遣先名 派遣人数 派遣期間 

海老名市社会福祉協議会 ２ 令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 

 

（８）障がい者の任用状況 

法定雇用率   ２．６％ 令和５年度 ３．０９ ％ 令和４年度 ３．０７ ％ 
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７ 勤務時間その他の勤務条件 
 

（１）職員の勤務時間、休憩時間の概要  

  職員の勤務時間は、８時３０分から１７時１５分までのうち６０分の休憩時間を除いた１日７時間４５

分、週３８時間４５分です。 

 

 8：30                      12：00      13：00                       17：15 

   

 ←休憩時間→  

 

（２）職員の年次休暇の概要と取得状況 

  労働基準法の規定に従い、原則として１年度つきに２０日の有給休暇が与えられます。 

令和４年度の平均取得日数 令和３年度の平均取得日数 

１１．０日 １０．６日 

 

（３）介護休暇の概要と取得状況 

  職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度（無給）があり、連続する６ヶ月取得すること 

ができます。介護休暇は、１日単位ではなく、時間単位（１日最長４時間）で取得することもできます。 

区 分 
取得者数 

令和４年度 令和３年度 

介護休暇 ０（ ０ ） ０（ ０ ） 

（注） (  )内は、女性の取得者数であり、内数です。 

 

（４）病気休暇の概要と取得状況 

  職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づき、療養のために必要最小限 

度の期間、勤務することが免除されます。 

区 分 
取得者数 

令和４年度 令和３年度 

病気休暇 ６４ ４４ 

 

（５）職員の育児休業の概要と取得状況  

  職員が育児をするための休業制度があり、最長３年間取得することができます。育児休業は１日単位で、

部分休業は時間単位（１日最長２時間）で取得することができます。 

区 分 
取得者数 

令和４年度 令和３年度 

育児休業  ３５（２９）  ３５（３４） 

部分休業  ３４（３３）  ３５（３５） 

（注） (  )内は、女性の取得者数であり、内数です。 
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（６）特別休暇の概要 

  年次休暇以外にも、下記の事由に該当する場合は、特別休暇が認められます。 

種 類 具体的な内容 付与日数 

公民権行使 公民としての権利を行使するため勤務しない場合 必要な期間 

官公署出頭 証人等として国会等官公署へ出頭する場合 必要な期間 

骨髄等ドナー 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行うため 必要な期間 

ボランティア 自発的に報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合 年５日以内 

結婚 職員が結婚した場合 ７日以内 

産前 ８週間以内に出産予定の女性職員が申し出た場合 ８週間以内 

産後 女性職員が出産した場合 出産後８週間以内 

育児時間 生後１年に満たない子を育てる場合 
１日２回 

各３０分以内 

妻の出産補助 職員の妻が出産する場合 ３日以内 

男性職員の育児参加 
職員の妻の出産にあたり、出産に係る子又は満９歳に達す

る日後の最初の３月３１日までの子の育児をする場合 
５日以内 

子の看護 
満９歳に達する日後の最初の３月３１日までの子の看護を

行う場合 

７日以内（２人の

場合は１０日以

内） 

短期介護 要介護者の介護や世話をする場合 

５日以内（２人以

上の場合は１０日

以内） 

忌引 親族が死亡した場合 １日～１０日 

夏季休暇 夏季における心身の健康保持・増進等を図る場合 ７日 

現住居滅失等 災害により住居が滅失又は損壊した場合等 ７日以内 

出勤困難 災害又は交通機関の事故等により出勤が困難な場合 必要な期間 

退勤途上 
災害又は交通機関の事故等に際し、職員が退勤途上におけ

る身体の危機を回避するため勤務しない場合 
必要な期間 

感染症の予防 
感染症予防法における交通遮断又は隔離により出勤が困難

な場合 
必要な期間 

妊産婦の保健指導 

・健康検査 

妊娠中の女性職員が母子保健法に規定する保健指導又は健

康診査を受ける場合 

妊娠 23 週までは、

４週間に１回 

24 週～35 週は、 

２週間に１回、 

36 週～出産は、 

１週間に１回 

必要な期間 

妊娠中の通勤緩和 
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度

が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 

１日につき１時間

の範囲内 

生理日の就業困難 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 必要な期間 

リフレッシュ 
海老名市職員表彰規定第４条に定める勤続表彰を受けた場

合 

勤続年数に応じ 

２日～３日 

妊産婦の休息・捕食 
その業務が妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に

影響がある場合 
必要な時間 

保健指導又は健康診

査に基づく指導事項 

女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査

に基づく指示事項を守るため勤務しない場合 
必要な期間 

父母追悼 父母の追悼のための特別な行事のため勤務しない場合 １日 

出生サポート休暇 不妊治療に係る通院等のため勤務しない場合 
５日（体外受精等

の場合は 10 日） 

 

（７）安全衛生管理体制の整備状況  

  市では、事業場（美化センター、消防本部・署、教育委員会、本庁・その他）ごとに安全衛生委員会を設

置、また、各委員会に産業医を配置し、定期的に職場の巡視、健康に関する相談等を実施し、執務環境の

改善、健康の増進を図っています。 
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８ 職員の服務の状況 
 

◎服務に関する基本原則の概要 

基本原則 概 要 

職務専念義務 職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければならない。 

信用失墜行為の禁止 
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしたりしてはな

らない。 

営利企業等の従事制限 
営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には許可を受けな

ければならない。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止される。 

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

政治的行為の制限 
職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止さ

れる。 

 

 

９ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 
   職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により免職されたり、給料

を減額されたりします。 

   分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさわしくない非

行があった場合に秩序を維持するために行う処分です。 

 

（１）分限処分者（令和４年度） 合計２２人 

処分事由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

 

 

 

心身の故障の場合 
 

（ ） 

 

（ ） 

２２ 

（２１） 

 

 

職に必要な適格性を欠く場合 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

 

 

 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生

じた場合 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

 

 

 

刑事事件に関し起訴された場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

計 
 

（ ） 

 

（ ） 

２２ 

（２１） 

 

（ ） 

（注） (  )内は令和３年度の状況です。 
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（２）懲戒処分者（令和４年度） 合計４人 ※訓告等処分者を除く 

処分事由 免職 停職 減給 戒告 

諸給与の不正領得 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

受験採用の際の虚偽行為 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

職務命令違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

信用失墜行為 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

守秘義務違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

職務専念義務違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

政治的行為違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

争議行為 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

営利企業等従事制限違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

欠勤・遅刻・早退・勤務態度の不良等 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

公職選挙法違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

パワー・ハラスメント 
 

（ ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

 

（ ） 

傷害・暴行の刑法違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

1 

（ ） 

 

（ ） 

金銭・異性関係等の非行 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

収賄 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

横領 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

道路交通法違反 
 

（ ） 

 

（ ） 

2 

（ ） 

 

（ ） 

管理監督者責任 
 

（ ） 

 

（ ） 

 

（  ） 

 

（  ） 

その他（  通常業務処理不適正   ） 
 

（ ） 

1 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

計 
 

（ ） 

1 

（  ） 

3 

（  ） 

 

（  ） 

（注）１ 訓告等とは地方公務員法による懲戒処分以外の処分です。 

２ (  )内は令和３年度の状況です。 
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１０ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
 

（１）人材育成基本方針の概要 

  新しい時代に対応した海老名市の将来像である『快適に暮らす魅力あふれるまち海老名』の実現を図る 

ため、時代の変化に適応できる高い能力と意欲を持った職員の育成を目的に、平成２１年４月に『人材育 

成基本方針』を改定しました。 

これにより、個々の職員の持つ能力を育て（能力の開発）、高め（能力の向上）、活かし（能力の活用）、 

育む（職員育成の体制）ことを促進し、与えられた職務に対して積極的に取り組む職員を目指します。 

  この基本方針に定める『職員像』は次のとおりです。 

  ① 求められる職員 

   ・コスト意識を持って、効率的・効果的に仕事に取り組む職員 

   ・市民との協働のなかで、時代の先見性を持って、市民の目線で考え、新しい価値を創造する職員 

   ・豊かな人間性と幅広い視野を持って、新たな課題に挑戦する職員 

   ・公務員としての高い倫理観を持って行動する職員 

② 求められる能力 

   ・社会の状況や要請を的確に把握し、適否を判断できる能力 

   ・主体的に問題を発見し、分析できる能力 

   ・長期視点に立って、新たな分野に柔軟に対処できる能力 

   ・市民との協働のもとに、相対する利害を調整できる能力 

 

 

（２）研修方針・体系の概要と実施状況 

  ① 研修方針 

地方分権、行財政改革といった状況の下、地方自治体に求められる自己の判断と責任による行財政運

営・サービスの充実を目指し、職員一人一人が常に目的意識を持ち、行政の担い手としての能力と資質

の向上を図るための研修を実施します。 

  なお、研修内容は、市民ニーズや社会変化の動向に注意を払いつつ、時代に適合したより効果的な

ものとします。 

 

② 研修体系 

    研修体系は、『庁内研修』（「階層別研修」・「専門別研修」）、『派遣研修』から構成されていま

す。 

    庁内研修は、職場研修の充実を見据え、職員個々の役割を再認識し、組織の活性化を目的とした内容

等を中心に実施します。 

    派遣研修は、日常業務に必要な知識・情報を修得することにより、職務遂行能力の向上を図ります。 

    また、派遣研修においては、自治大学校・市町村アカデミー等の専門機関に派遣する外、民間企業な

ど各種機関への派遣により、時代に対応できる職員育成を図っています。 
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③  研修の実施状況（令和４年度） 

   ア 庁内研修 

区  分 研  修  名 対  象  者 受講者数 

階層別研修 

新採用職員（前期）研修 新採用職員 ３３ 

新採用職員（後期）研修 新採用職員 １８ 

新採用職員（フォローアップ）研修 新採用職員 １４ 

採用２・３年次研修 採用２・３年次職員 ２０ 

主事級職員研修 主事級職員 １５ 

主任主事級職員研修 主任主事級職員 １４ 

主査級職員研修 主査級職員 ２０ 

係長級職員研修 係長職員 ２２ 

課長研修 課長職員 ２０ 

専門別研修 

財務事務研修 この研修を必要とする職員 ２９ 

法制執務研修    〃 １６ 

ハラスメント防止対策研修    〃 ６２ 

ハラスメントオンライン研修    〃 全職員 

人事評価者研修    〃 ６２ 

障害者差別解消法研修    〃 ７２ 

男女共同参画研修（新採用研修内）    〃 ３３ 

人権啓発（ＬＧＢＴ他）研修    〃 ５６ 

技術研究会    〃 ８５ 

その他 

公共施設巡回等現場研修 新採用職員 ２５ 

公共施設等確認・市内現地視察（案

内）行程提案研修 
３級昇格予定職員 ３１ 

ゴミ収集研修 － － 

市民要望ヒアリング力強化研修 － － 

 

   イ 派遣研修 

派    遣    先 講座数 受講者数 

自治大学校 ２ ２ 

市町村職員中央研修所（市町村アカデミー） ３ ３ 

神奈川県市町村研修センター １１ ２０ 

その他 ７６ １４９ 

民間企業派遣研修（新採用職員（後期）研修） ― － 

   

※新型コロナウイルス感染症の影響により、研修事業を縮小しています。 

 

（３）職員の勤務成績の評定制度の概要 

海老名市では、職員の業績、能力、態度等について公正・的確に評価し、職員の育成に役立てる人事考 

課制度を導入しております。 

この制度は海老名市の目標、ビジョンを確実に達成していくために、上司と部下が共通認識の基に職務 

基準を設定し、期ごとに業務を確実に遂行していく習慣づけを行うマネジメントシステムであり、職務基 

準を達成していく過程で人材の育成を行います。 

現在、全職員を対象に運用されており、人事考課の結果は、処遇（勤勉手当）に反映させています。今

後は、反映対象者や処遇内容の範囲の拡大を検討します。 
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１１ 職員の福祉及び利益の保護の状況 
 

（１）共済組合の短期給付及び長期給付の概要 

市の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入して、短期・長期給付を受けることができます 

（小中学校に勤務する用務員等一部の職員は公立学校共済組合に加入しています。）。 

 

◎短期給付 

法定給付 

保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付 

休業給付 育児休業などの場合に支払われる給付 

災害給付 災害などに支払われる給付 

法定外給付 附加給付 法定給付以外の給付 

    

◎共済組合の長期給付（厚生年金相当部分、職域年金相当部分） 

退職給付 退職共済年金 
職員（共済組合員）期間等２５年以上の者が退職した場合で、６５歳

に達したとき等に支給 

障害給付 

障害共済年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給 

障害一時金 軽度の障害の状態のときに支給 

遺族給付 遺族共済年金 組合員が死亡したときに支給 

 

◎国民年金からの給付（基礎年金） 

老齢基礎年金 保険料納付済期間等が２５年以上あり、６５歳に達したとき等に支給 

障害基礎年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給 

遺族基礎年金 組合員が死亡した時、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給 

（注）神奈川県市町村職員共済組合は、常時勤務する職員を組合員として組織される団体、職員から

の掛金と地方公共団体からの負担金などにより運営されています。 

 

（２）共済組合の福祉事業の概要 

     福祉事業としては、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養及び教養に資する事業、

保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業、貯金事業、物資の斡旋事業など職員の福祉のた

めの事業を行っています。 

保健等事業 
人間ドック等の実施、電話健康相談、年間宿泊施設や委託保

養所の利用助成券の配布など 

保養所経営 「湯河原温泉ちとせ」を直営にて経営 

貸付事業 普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学貸付など 

貯金事業 給料天引きによる貯金 

物資の斡旋事業 
自動車代金の立替払いをし、割賦により職員から返済を受け

る。 
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（３）公務災害補償の概要と実施状況 

   公務（通勤）中における災害により、職員が受傷、死亡した場合には、地方公務員災害補償基金の認定

に基づき、補償がなされます。 

 令和４年度 令和３年度 

傷  病 死  亡 傷  病 死  亡 

通勤災害 
発生件数 ０ ０ ３ ０ 

認定件数 ０ ０ ３ ０ 

公務上の 

災害 

発生件数 １３ ０ １１ ０ 

認定件数 １３ ０ １１ ０ 

 

（４）職員の健康診断等の概要 

労働安全衛生法による職員の定期健康診断を年１回実施しています。この結果に基づき産業医・保健

師の事後指導を行い、職員の健康管理に努めています。 

   更に、深夜業務に携わる消防職員については、定期健康診断のほか特殊健康診断を年１回実施してい

ます。 

   また、保健師、消防職員等、必要な職員にＢ型肝炎、破傷風、インフルエンザ等の予防接種を行って

います。 

 

（５）メンタルヘルスへの対応状況 

メンタルヘルスに対しては、精神科医による相談（メンタルヘルス相談）を月１回、臨床心理士によ

る相談（こころの相談）を月２回実施しています。 

   また、メンタルヘルス研修・職員メンタルスクリーニング検査を対象職員に行っています。 

 

（６）セクシャルハラスメントへの対応状況 

セクシャルハラスメントに対しては、４名の相談員を配置するとともに、職員課に苦情処理委員会を

設置しています。 

 

（７）その他職員福祉のための独自の制度の概要 

   地方公務員法第４２条に基づく「職員の保健、元気回復その他の厚生に関する」事業を職員親睦会に

委託しています。 

職員親睦会は、職員の福利厚生の増進を目的に組織され、職員からの会費と市からの委託金を基に運

営されています。 

委託事業としては、健康管理事業として人間ドック助成を実施しています。 

   その他委託以外の事業として、職員親睦事業、慶弔金・見舞金の交付、スポーツ観戦・観劇等を行って

います。 
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１２ 公平委員会の業務の状況（苦情処理、措置要求、不服申立） 
 

（１）苦情処理制度の概要 

職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相

談を公平委員会等にすることができます。 

なお、本市は地方公務員法第７条第４項の規定に基づいて、公平委員会の事務を神奈川県に委託してい

ます。 

 

（２）勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況 

職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求することができま

す。 

 令和４年度 令和３年度 

措置要求件数 ０ ０ 

 

（３）不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況 

 職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し立てをすること

ができます。 

 令和４年度 令和３年度 

不服申立件数 ０ ０ 

 

 


